
町 の
動 き

平成 年に所得が減って
所得税が課され
なくなった人

申告が必要です！
　

平
成
19
年
度
よ
り
、
所
得
税
（
国
税
）
か
ら

住
民
税
（
地
方
税
）
へ
「
税
源
移
譲
」
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

大
多
数
の
人
は
平
成
19
年
度
に
住
民
税
が
増

額
と
な
り
ま
し
た
が
、
同
じ
額
を
平
成
19
年
分

の
所
得
税
よ
り
減
額
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
原

則
と
し
て
所
得
税
と
住
民
税
を
合
計
し
た
税
負

担
は
昨
年
度
と
比
べ
て
増
加
し
な
い
よ
う
措
置

し
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
所
得
税
は
現
年
の
所
得
に
、
住
民

税
は
前
年
の
所
得
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
た
め
、

平
成
18
年
中
は
所
得
が
あ
り
ま
し
た
が
退
職
等

に
よ
り
平
成
19
年
中
に
所
得
が
な
い
場
合
、
住

民
税
は
前
年
の
所
得
を
基
に
増
額
分
を
含
め
て

課
税
さ
れ
る
一
方
、
所
得
税
は
課
税
さ
れ
な
い

た
め
減
額
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
税
源
移
譲
に
伴
う
税
負
担
の
影

響
の
み
を
受
け
る
人
に
つ
い
て
は
、
平
成
19
年

度
の
住
民
税
に
限
り
、
増
額
と
な
っ
た
住
民
税

相
当
額
を
還
付
い
た
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

税
務
課
（
内
線
132
・
133
）

　平成19年度分住民税を課税した平成19年１月１日現

在お住まいの市町村へ減額申告書を提出してください。

他の市町村へ転居された人は申告先を間違えないよう

ご注意ください。

　ただし、平成19年中に亡くなられた人や、海外へ転

出されて平成20年１月１日現在国内に居住されていな

い人は、対象となりません。

　また、寄付金控除額などの人的控除（配偶者控除、

扶養控除、基礎控除など）以外の控除額が増加したり、

住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくな

った人は、対象となりません。

●対象者

　次の（イ）及び（ロ）を同時に満たす方

（イ） 平成19年度住民税の課税所得金額（申告分離課

税分を除く）＞所得税と住民税との人的控除額

の差の合計額

（ロ） 平成20年度住民税の課税所得金額（申告分離課

税分を含む）≦所得税と住民税との人的控除額

の差の合計額

※該当される人には、６月下旬に通知を送付します。

所得変動に伴う住民税の還付を受ける
ためには申告が必要となります。

▽
一
五
○
○
円
／
三
月
二
八
日

　

岡
部
亮
介

▽
一
五
○
○
円
／
三
月
二
八
日

　

島
田
喜
久
雄

▽
六
○
○
○
円
／
四
月
八
日

　

中
林
洋
子

▽
七
三
八
九
円
／
四
月
一
七
日

　

匿
名

▽
二
万
一
三
七
一
円
／
四
月
一
八
日

　

三
芳
町
良
い
映
画
を
観
る
会

▽
三
八
七
六
円
／
四
月
二
二
日

　

障
が
い
児
サ
ポ
ー
タ
ー
体
験
講
座
実

　

行
委
員
会

▽
一
万
八
三
○
○
円
／
四
月
二
二
日

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
「
手
と
足

　

の
会
」

（
町
の
指
定
寄
附
と
し
て
）

▽
ぬ
い
ぐ
る
み
十
八
個
／
五
月
二
日

　

山
一
三

▽
百
万
円
／
五
月
七
日

　

池
上
正
信

（
一
般
寄
附
と
し
て
）

▽
七
六
六
五
円
／
五
月
一
八
日

　

こ
ど
も
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
募
金
箱

（
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
サ
イ
ク
ロ
ン
及
び
中

　

国
大
地
震
被
災
者
救
援
金
）

　

三
芳
町
赤
十
字
奉
仕
団

　

日
本
赤
十
字
社　

三
芳
町
分
区　

　
　
　
　

│
│
│
│
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　

│
│
│
│
こ
ど
も
家
庭
課

　
　
　
　
　
　

│
│
│
│
健
康
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　
　

│
│
│
│
財
政
課

　

町
と
社
会
福
祉
協
議
会
に
、
次
の
寄

附
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
貴
重
な
財
源

と
し
て
役
立
た
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
敬
称
略
）

▽
一
万
円
／
三
月
二
八
日

　

宮
下
弘
良

（
太
陽
の
家
指
定
寄
附
と
し
て
）

善
意
の
寄
附
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

工　事　予　定　一　覧　表

国民年金

工　事　名 完成予定 備　　考

緑ヶ丘地区排水管布
設工事（第３工区）

平成20年
９月30日

藤久保４区地内工事
延長距離131.40ｍ

国民年金保険料が後払いできる…
　　　　　　　　学生納付特例制度

　20歳以上であれば、学生であっても国民年金に加

入し、保険料を納めることになっています。しかし

経済的に保険料を納めることが難しい場合は、保険

料を後払いにできる「学生納付特例」の制度があり

ます。

●市区町村の国民年金の窓口で申請してください。

●申請が認められた場合、保険料を社会人になって

から追納する（保険料を後から納める）ことができ

ます。

【対象になる学生】

　大学（大学院）、短大、高等学校、専修学校およ

び各種学校（※１）等に在学する 20 歳以上の学生（※

２）が対象です。ただし、本人の前年所得が 118 万

円超のときは、この特例の対象とされません。（学生

に扶養親族がいる場合、限度額は引き下げられます。）

（※１）各種学校の対象は、学校教育法に規定され

る各種学校（修業年限は１年以上である課程）とな

ります。また、文部科学大臣が指定した課程の海外

大学（日本分校）の学生の人も含まれます。

（※２）夜間・定時制課程や通信課程の人も含まれ

ます。

申請して認められると

●この特例の対象となった期間については、年金額

に反映されませんが、老齢基礎年金の受給資格期間

に算入されます。また、事故や病気で障害が残った

り、死亡した場合、本人や遺族に障害基礎年金また

は遺族基礎年金が支給されます。

●学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば

追納することができます。追納する保険料の額は、

２年度を経過すると経過した年数に応じて加算がつ

きますのでご注意ください。

申請時のポイント

●申請は年度ごとに必要です。申請が遅れると、障

害・遺族年金が受けられなくなる場合もありますの

で、早めに申請してください。

●手続きに必要なものは次のとおりです。１：学生

証または在学証明書（コピー可）２：年金手帳（初

めて国民年金に加入する届出と一緒に申請するとき

は不要です。）３：認印（本人が署名する場合は不

要です。）

●申請が認められたかどうか（審査結果）は、社会

保険事務所から郵送でお知らせします。申請の時期

によっては、国民年金保険料の納付案内書が行き違

いで届くことがありますので、ご了承ください。

問い合わせ　住民課　国保年金係（内線153～156）

広 報 み よ し（ ） （ ）町 の 動 き

町政のさまざま
な動きをお知ら
せします。


